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令和７年６月３日

秋田県教育庁総務課長

（ 公 印 省 略 ）

秋田県高校生等奨学給付金制度（新入生に対する一部前倒し分）に関する

周知等について（依頼）

当県の私学行政につきましては、日頃から多大な御協力をいただき厚くお礼申し上

げます。

さて、当県では別添のとおり、秋田県内に保護者が在住する私立高校生等を対象と

して、奨学給付金（新入生に対する一部前倒し分）の申請を受け付けます。

つきましては、本制度に該当する生徒がいる場合は、別添お知らせを保護者に配付

する等により、制度の周知に御協力くださるようお願いします。

○秋田県ホームページ

「秋田県高校生等奨学給付金の前倒し給付について（私立高等学校分）」

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/89655

○申請期限

令和７年６月３０日（月）

各私立高等学校等設置者 様

【担 当】

〒０１０－８５８０
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秋田県教育庁総務課

総務・私学チーム 佐藤
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